
生涯にわたり健康な歯と歯ぐきで、

健やかな生活を過ごそう　

　現在８０歳以上で２０本以上の自分の歯をもってい

る方に、認定証を贈り、その中から優秀者を選出し、

中央審査会へ推薦します。

■対象
　①秋田県内に住所があること。

　②昭和５年３月３１日以前の生まれであること。

■認定基準
　①現在歯数が２０本以上あること。人工歯根（イン

　　プラント）は現在歯数に含まない。

　②喪失歯がないか、あっても補綴処置がなされてい

　　るなど良好な状態であること。

　③全身の健康状態、歯肉および口腔内清掃状態が比

　　較的良好であること。

■申込　上記〔対象〕と〔認定基準〕に該当すると思

　われる方は、最寄りの ｢８０２０いい歯のお年寄り

　表彰｣ と提示のある歯科医療機関までお申し出くだ

　さい。

■受付期間　７月１日（木）から８月３１日（火）まで

■問合せ　仙北地域振興局福祉環境部

　　　　　大仙保健所　健康・予防班

　　　　　TEL 0187-63-3403

平成２２年度８０２０いい歯の

お年寄り表彰事業について

　「中学生の日常、学校生活と関連する法やルール」を

題材とした授業を行う予定です。弁護士数名が参加し、

生徒と弁護士が会話や議論をする中で、法やルールに

ついての理解を深めてもらう楽しい企画です。「弁護士

の仕事」や「法律家になるにはどうすればよいか」等

についての質問コーナーも設ける予定です。

■日時　７月３０日（金）　10：30 ～ 15：40

■場所　秋田弁護士会（秋田市山王六丁目２番７号）

■対象　秋田県内在住の中学生・教員

■定員　中学生２４名　教員１０名

　　　　（応募多数の場合は抽選）

■受講料　無料

■申込　７月１６日（金）までに下記へお申し込みください。

　〒 010-0951 秋田市山王六丁目２番７号

　秋田弁護士会事務局　TEL 018-862-3770

夏休みジュニアロースクール

「～自分のために・そして誰かのために～」
　日常のコミュニケーションには、言葉や文字が欠か
せませんが、そのほかに手先の動きや表情などで相手
に自分の気持ちを伝えたり、相手の思いを感じる「手話」
という伝達方法があります。
　普段、接することの少ない手話ですが日常会話を例に
した基本から活用について、楽しく学んでみませんか。
　地元はもちろん、観光などで訪れたお客様とのコミ
ュニケーションやイベントで役立ててみませんか。
　どうぞ、お気軽にお申し込みください。

【手話教室】　　　　　　　

■日時　７月３日・１０日・１７日・２４日・３１日
　　　　毎週（土）曜日　10：00 ～
■会場　田沢湖総合開発センター　「談話室」
■受講料　無料
■講師　仙北手話サークル「こだち」代表　小松　龍子
■問合せ・申込み　田沢湖公民館（生保内字宮ﾉ後 27）
　　　　　　　　　TEL 43-1061　FAX 43-1226

田沢湖公民館からのお知らせ

　仙北市では、下記のセミナーの参加者を募集します。

　ぜひ、ご参加ください。いずれも参加無料です。

【事業所向けセミナー】
①「魅力アップセミナー」
相手に好感を与える接客術が身につきます。
■日時　６月２４日（木）　13:00 ～ 17:00
■場所　温泉ゆぽぽ　■申込期限　６月２１日（月）

【求職者向けセミナー】
②就活応援 !「温泉浴マイスターセミナー」

「温泉欲マイスター認定書」と「救命講習会修了証」を
修得できる！（一定基準を満たした方が、対象となります）
■日時　7 月 9 日（金）、１０日（土）　9:00 ～ 17:00
■場所　西木温泉クリオン　■申込期限　７月１日（木）
③就活応援 !「まごころ料理創作セミナー」

「仙北ちまき」と「山菜ピザ」をつくろう！
■日時　7 月 5 日（月）～ 8 日（木）10:00 ～ 16:00
■場所　仙北市西木保健センター
■申込期限　６月２８日（月）

　詳細は協議会ホームページをご覧ください。

　URL：http://koyou-semboku.jp/
　仙北市雇用創造推進協議会（商工課　緊急雇用対策室内）
　TEL  43-3351　FAX  54-4102

セミナー開催のお知らせ
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　第３１回を迎え、今年も盛大に開催します。

　観光客にも大変に好評です。地元の皆様も、観賞ご

指導をお願いします。

■期日　６月１９日（土）～２１日（月）

　　　　１９日　14：00 ～ 17：00

　　　　２０日　  9：00 ～ 17：00

　　　　２１日　  9：00 ～ 15：00

■会場　田沢湖駅観光情報センター　フォレイク

■問合せ　TEL 43-3180　難波耕助

第３１回田沢湖さつき愛好会

さつき展示会

　6 月は自動車税の納期です。

　最寄の銀行・郵便局・信用金庫・労働金庫・農協・
コンビニエンスストアで忘れずに納付してください。
　また、県内の銀行・信用金庫・労働金庫・農協など

（郵便局は不可）の預金口座より安全安心で便利な口座
振替納税の制度があります。口座振替（※）の「申込
はがき」は当課および各金融機関窓口に備付けてあり
ますので、ご利用ください。

（※口座振替は申込みの翌年度からとなります。）

■問合せ　秋田県仙北市地域振興局　総務企画部
　　　　　県税課　TEL 0187-63-5222

自動車税の納期限は６月３０日（水）です。

便利なコンビニ納税もできます。

　県では、県民の皆様とパートナーシップを組みなが

ら、行政サービスの向上を図っていきたいと考えてい

ます。自治会等の地域の団体が自分たちの住むまちの、

県の管理する河川を自ら美しく大切にしていただくた

めに、県が自治会等に草刈りを委託する制度が平成

１７年から設けられました。ご希望の団体は、予め地

域振興局建設部の草刈り区域図、草刈り面積等をご参

考のうえ、7 月 31 日までに、「草刈り作業実施申出書」

を地域振興局建設部に提出してください。（期日以降の

お申し出は地域振興局建設部にご相談ください。）

※草刈りを実施できる区域は、仙北地域振興局建設部

　にお尋ねください。実施面積は 1,000㎡以上です。

※お申し込みいただける団体は、自治会、婦人会等の

　地域住民団体、ボランティア団体、水利組合、森林

　組合およびこれに準ずる団体です。

※作業にあたっては、必ず団体保険（障害・賠償）に

　加入していただきます。保険料は委託料の中に含ま

　れます。

※道路上の草刈り作業については、必ず交通整理要員

　を配置してください。

※委託料　・最低面積 1,000㎡　22,620 円　・面積増

　200㎡毎に 2,200 円加算

　処分費が必要な場合は別途協議します。

■公募河川　「仙北市」　院内川、才津川、山谷川、

　玉川（生保内・押切）、入見内川

■公募期間　～ 7 月末　要協議

■問合せ　仙北地域振興局建設部　工務課　工務第２班

　　　　　TEL 0187-63-8127

ふれあいの川美化事業

草刈り事業の自治会等への委託制度

東北電力では、検針員が毎月メーター（計量器）の
検針にお伺いしています。その際、犬に吠えられて検
針ができなかったり、犬に噛みつかれる等の事故が発
生しています。

愛犬家の皆さまには、検針作業へのご理解とあわせ
て愛犬の管理にご配慮いただき、円滑な検針と事故の
未然防止にご協力をお願いします。

なお、東北電力の検針員がお伺いする検針日は、地
域によって異なりますので「電気ご使用量のお知らせ」
をご確認ください。
■問合せ　東北電力大曲営業所お客さまセンター
　TEL 0120-175-466（フリーダイヤル）

東北電力から

愛犬家の皆さまへ

○違法薬物が心身に及ぼす影響
・脳の神経細胞を死滅させ脳の萎縮を引き起こします。
・自分の意思ではやめられなくなります。
・薬物乱用により凶悪な事件を引き起こします。
・薬物欲しさに犯罪を犯すようになります。
・法律で厳しく禁止され重い罰をうけます。
・家族や友人を失ってしまします。

○薬物乱用を防止するためには
・やせる薬などと言われても飛びつかないこと
・誘われても「ダメ・ゼッタイ」と断る勇気をもつこと
・一人で危険な場所に近づかないこと。

仙北警察署・少年保護育成委員会

薬物乱用防止

気をつけよう　悪魔の差し出す　白い粉
～きっぱり断る勇気、そして警察に通報を～
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第２２回参議院議員通常選挙のお知らせ
　参議院議員通常選挙が、６月２４日（木）に公示、７月１１日（日）に投開票の予定です。

　今回の選挙では「秋田県選出議員」および「比例代表選出議員」の選挙が行われます。

◇選挙権の要件（下記の条件をすべて満たし、選挙人名簿に登録されている方）
　【年齢】　平成２年７月１２日以前に生まれた方（修学のため市外に居住している学生の方は、投票できません。）

　【住所】　平成２２年３月２３日以前から仙北市に引き続き住んでいて、住民基本台帳に登録されている方

◇投・開票予定日　７月１１日（日）
　【投票】　市内２１投票所において、午前７時から午後７時まで

　【開票】　角館交流センターにおいて、午後８時３０分から

◇期日前・不在者投票について
　【期日前・不在者投票のできる期間】 ６月２５日（金）から７月１０日（土）まで

※投票日当日に仕事などのために投票所へ行くことのできない方は期日前・不在者投票をご利用ください。

　なお、入場券がお手もとに届いている場合には、入場券裏面の「期日前（不在者）投票宣誓書兼請求書」に

　予め所要事項をご記入の上、投票時にご持参ください。

①期日前投票は、お住まいの地域に関係なく、いずれの投票所でもご利用できます。

　※各出張所は、投票時間が午後５時で終了します 

②出稼ぎ等により滞在先で不在者投票を行う場合は、お早めに請求してください。
　（６月２１日から、市役所各庁舎及び各出張所の窓口に請求書を準備します。）

③病院等の指定施設に入院・入所されている場合は、施設の担当者におたずねください。

④郵便による不在者投票（郵便投票証明書をお持ちの方）は、７月７日（水）までに請求してください。

◇入場券の発送は、６月２３日を予定しています。

投票所名 田沢湖庁舎 角館庁舎 西木庁舎 田沢出張所 神代出張所 桧木内出張所
投票時間 午前８時３０分～午後８時 午前８時３０分～午後５時

◇地域別の投票所一覧

田沢湖地域 角館地域 西木地域

投票区 投票所 投票区 投票所 投票区 投票所

田沢 田沢交流センター 北 角館庁舎 上桧木内 紙風船館

石神 石神会館 南 角館総合病院 桧木内 桧木内小学校

武蔵野 武蔵野会館 東 角館交流センター 西明寺北 かたくり館

生保内 健康増進センター 西 角館中学校 西明寺南 西明寺小学校

潟 潟文化センター 中川 中川集落センター

岡崎 岡崎生活総合センター 雲沢 雲沢集落センター

神代 田沢湖福祉医療センター 西長野 西長野交流センター

梅沢 森腰構造改善センター 白岩 白岩小学校

卒田 卒田会館

※今後発行予定の入場券にも印刷していますので、お手元に届きましたらご確認ください。

■問合せ　仙北市選挙管理委員会　TEL 43-1150

情報ひろば

広報せんぼく12



　皆様、住宅用火災警報器を設置されましたか。
　設置を猶予する期間の終了が約１年後の平成２３年
５月３１日となっています。それまでに火災による被害
を少しでも軽くするため、早めに住宅用火災警報器を
設置しましょう。
　住宅用火災警報器の警報音で被害が最小限ですんだ
例を紹介します。

１．寝室で使用していたハロゲンヒーターに布団が接

　触し燃えだした。住宅用火災警報器が作動し、警報

　音に気付いた就寝中の７０歳代男性が水をかけて消

　火し被害が最小限で済んだ。

２．煮物をしようとガスこんろに鍋をかけ火を点け、煮

　物ができるまで居間で横になっていたところ、そのま

　ま寝てしまった。鍋が加熱され空だき状態になり煙

　が出た。住宅用火災警報器が作動し、警報音に気付

　いた６０歳代女性が、ガスこんろの火を止め火事に

　ならなかった。

３．７０歳代女性は、仏壇にロウソクと線香をあげたあ

　と、散歩に出かけたため、何らかの状況で火災になっ

　た。住宅用火災警報器が作動し、警報音に気付いた

近　所の人が消火を行い、被害が最小限で済んだ。

　住宅用火災警報器が作動し、被害が最小限で済んだ

一例をご紹介しましたが、ご家族の安心、安全のため
にも、早めに住宅用火災警報器を設置しましょう。

■問合せ
　角館消防署　TEL 55-2151

　西木消防分署　TEL 48-2324

　田沢湖消防分署　TEL 43-1139　 の各予防班まで

住宅用火災警報器の設置猶予期間終了まで

あと１年

　野菜や花の新規作付・作付拡大に意欲のある方。説
明会に参加して圃場を視察してみませんか。現地圃場
や作業施設で栽培技術や収穫・調整作業などについて
説明します。
■開催日時　７月２３日（金）9:30 ～ 15:30
■集合場所　ＪＡ秋田おばこ中仙支店
■内容
【午前の部】　ほうれんそうコース、アスパラガスコース、
　　　　　　りんどうコース
【午後の部】　モロヘイヤコース、えだまめコース、小菊コース
■参加料　無料
■申込期限　７月１６日（金）
■申込・問合せ　仙北地域振興局　農林部普及指導課
　　　　　　　　TEL 0187-63-6110
※お申し込みの際は、住所、氏名、希望のコースを申し
　出てください。各コース先着２５名を予定しています。

新たな作物へのチャレンジ

園芸作物新規作付・拡大説明会 参加者大募集

　爆弾テロ事件では肥料系の爆薬が使われてます。

　○農薬で爆弾が作ることができます。

　○農薬が盗まれないように管理をお願いします。

　○不審情報をお持ちの方は警察に通報してください。

■連絡先　仙北警察署　TEL 53-2111

農家の皆さんへ

警察からのお願いです

　地方税（市県民税など） の滞納整理の専門機関とし

て、平成２２年４月に業務を開始しました。

　この機構は、秋田県と県内すべての市町村によって設

立されました。機構では地方税の滞納に対し、再三の納

税催告に無関心・分割納税の約束を守らないなど、処分

が難しい案件を市・町・村から引き受け、専門的な徴収

機関として財産調査と滞納処分をすばやく行います。

　税金は住民サービス（住民福祉、生活環境、教育など）

を確保し、住みやすいまちづくりのために必要なもの

です。きちんと納税している大多数の市民の目線に立っ

て、しっかり徴収して、税における公平性を確保します。

■問合せ　秋田県地方税滞納整理機構

　　（事務局）秋田県総務部税務課　徴収特別対策室

　　TEL 018-860-1272

税金滞納　待ったなし！

秋田県地方税滞納整理機構を設立
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①循環器科および総合診療科
　火曜日の外来は休診になっています。それに伴い、

お薬の処方のみもできませんので、薬がなくなる前に

来院してくださるようお願いします。

②総合診療科
　６月１日号の広報で第４金曜日を休診とお知らせし

ましたが、従来通り毎週金曜日診察します。　

■問合せ　市立角館総合病院　TEL 54-2111

市立角館総合病院から外来診療のお知らせ


